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地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 令和５年度実績報告 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団（以下「企業団」という。）では、地球温暖化の原因とな

る温室効果ガスの排出削減を目標とする「地球温暖化対策実行計画」（以下「実行計

画」という。）を策定しています。平成２６年度に策定した実行計画の計画期間が令

和元年度末をもって終了したことから、新たに「地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）」を令和２年３月に策定し、引き続き取組を推進しています。 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条第１５項に基づき、令和５年度にお

ける実施状況について公表します。 

 

１ 実行計画の概要 

項 目 概 要 

計 画 の 期 間 令和２年度～令和１２年度 

計画の基準年度 平成２５年度 

計画の対象物質 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」にて規定され

ている削減対象の温室効果ガスのうち、把握可能な４

種類（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフ

ルオロカーボン） 

計画の対象範囲 企業団が行う全ての事務及び事業 

計画の削減目標 令和１２年度において基準年度比で１２％以上削減 

 

 

２ 取組結果（温室効果ガス排出状況） 

（１）総排出【kg-CO2】 

項 目 
平成 25 年度 

(基準年度) 
令和 5 年度 

対基準年度 

増減量 増減率(%) 

温室効果ガス総排出量 3,282,411 2,746,559 △535,852 △ 16.3 
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（２）施設別排出状況【kg-CO2】 

施 設 名 
平成 25 年度 

(基準年度) 
令和 5 年度 

対基準年度 

増減量 増減率(%) 

事務

施設 

坂戸鶴ヶ島上下水道合同庁舎 57,707 50,025 △ 7,682 △ 13.3 

鶴ヶ島浄水場事務棟 23,585 16,899 △ 6,686 △ 28.3 

事
業
施
設 

鶴 ヶ 島 浄 水 場 1,182,138 1,266,422 84,284 7.1 

坂 戸 浄 水 場 1,534,816 993,432 △541,384 △ 35.3 

多 和 目 配 水 場 181,985 162,442 △ 19,543 △ 10.7 

城 山 配 水 池 3,230 3,325 95 2.9 

若葉台取水中継ポンプ場 66,136 45,302 △ 20,834 △ 31.5 

厚川取水中継ポンプ場 232,814 208,712 △ 24,102 △ 10.4 

計 3,282,411 2,746,559 △535,852 △ 16.3 

 

 

（３）種類別排出状況【kg-CO2】 

温室効果ガス 
平成 25 年度 

(基準年度) 
令和 5 年度 

対基準年度 

増減量 増減率(%) 

二 酸 化 炭 素 3,280,282 2,744,731 △535,551 △ 16.3 

メ タ ン 822 822  0 0 

一 酸 化 二 窒 素 1,047 746 △ 301 △ 28.7 

ﾊ ｲ ﾄ ﾞ ﾛ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾝ 260 260 0 0.0 

計 3,282,411 2,746,559 △535,852 △ 16.3 

 

 

（４）要因別排出状況【kg-CO2】 

ア 二酸化炭素（ＣＯ２） 

排 出 要 因 
平成 25 年度 

(基準年度) 
令和 5 年度 

対基準年度 

増減量 増減率(%) 

ガ ソ リ ン 20,826 11,272 △ 9,554 △ 45.9 

軽 油 6,518 3,273 △ 3,245 △ 49.8 

灯 油 3,321 6,893 3,572 107.6 

L P G 910 308 △   602 △ 66.2 

都 市 ガ ス 15,594 13,998 △ 1,596 △ 10.2 

電 気 3,233,113 2,708,987 △524,126 △ 16.2 

計 3,280,282 2,744,731 △535,551 △ 16.3 

 

 

 



 3 / 3 

 

イ メタン（ＣＨ４） 

排 出 要 因 
平成 25 年度 

(基準年度) 
令和 5 年度 

対基準年度 

増減量 増減率(%) 

自 動 車 の 利 用 26 16 △ 10 △ 38.5 

発 電 機 の 使 用 56 115 59 105.4 

ガ ス 器 具 の 使 用 356 319 △ 37 △ 10.4 

浄 化 槽 の 使 用 384 372 △ 12 △ 3.1 

計 822 822 0 0 

 

 

ウ 一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

排 出 要 因 
平成 25 年度 

(基準年度) 
令和 5 年度 

対基準年度 

増減量 増減率(%) 

自 動 車 の 利 用 707 435 △272 △ 38.5 

発 電 機 の 使 用 59 43 △ 16 △ 27.1 

ガ ス 器 具 の 使 用 60 54  △  6 △  1.0 

浄 化 槽 の 使 用 221 214 △  7 △  3.2 

計 1,047 746 △301 △ 28.7 

 

 

エ ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 

排 出 要 因 
平成 25 年度 

(基準年度) 
令和 5 年度 

対基準年度 

増減量 増減率(%) 

自 動 車 の 利 用 260 260 0 0.0 

 

令和５年度における温室効果ガス総排出量については、基準年度である平成２５年

度に対し５３５，８５２kg-CO2減少しました。 

上水道事業を運営する企業団における温室効果ガスの排出量は、主に配水量（配水

ポンプ等に使用する電力量）、その運用方法（電力量抑制のための自家発電設備を稼

動させることによる燃料使用量）、当該年度の事業内容（発注工事の内容）等により大

きく左右されます。 

令和５年度における事業施設の基準年度比は、鶴ヶ島浄水場及び城山配水池で温室

効果ガス排出量が増加となりました。これは、配水管網の変化により、配水施設間に

おける配水量のバランスが変化していることが要因の一つと考えられます。また、一

般家庭の需要がコロナ禍前に戻ったことや、節水型機器の普及などにより、全体の配

水量は減少したと考えられます。これに伴い、温室効果ガス総排出量についても減少

しました。今後とも削減目標の達成に向け、温室効果ガスの排出抑制に取り組んでい

きます。 


